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は じめに

モータリゼーションの進展や人口減少などによって、地域公

共交通の利用者は減少傾向にあり、交通事業者の独立採算では

維持することが困難となった地域が多 くなっています。一方、

高齢化の進展によって、免許返納後の移動手段が求められるな

ど、地域公共交通の必要性は高まっています。

こうした状況の中、コミュニティバスやデマンド型交通の運

行をはじめとした地域公共交通施策に積極的に取り組む地方自

治体が増加しています。

昨年改正された「地域公共交通活性化再生法」では、すべて

の地方自治体に対して地域公共交通計画の策定が努力義務とな

るとともに、補助制度が計画と連動するようになるなど、地方

自治体による地域公共交通への関わりがよリー層求められるよ

うになっています。                 '

本書は、地方自治体において地域公共交通の業務を担当され

る方への「入門書」として作成したものです。地方自治体が地

域公共交通に取り組む意義から、協議組織の運営、計画策定の

ポイン ト、計画の評価などをわかりやすく解説 しています。

本書が、各地方自治体における地域公共交通担当者の業務に

活用されることを祈念いたします。

令希日3年 3月

し
部 運 輸 局

才

01



「
―
―

地方自治体が地域公共交通に取り組む意義

なぜ地方 自治体 が地域公共交通

に取 り組 まねばならないのか

地域公共交通の利用者は、モータリゼーションの

進展や人口減少によって減少傾向にあり、民間交通

事業者の営利事業として地域公共交通を維持 してい

くことは難 しくなっています。このため住民の移動

手段の確保について地方自治体の果たす役割が大き

くなってきています。

交通政策基本法においても、第 9条に地方公共

団体の責務として「交通に関し、国との適切な役割

分担
｀
を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的

経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実

施する責務を有する」と定められています。

また、地域公共交通活性化再生法 (2020年、以

下「活性化再生法」と表記)第 4条第 3項にも「市

町村は主体的に地域公共交通の活性化・再生に取り

組むように努めなければならない」とされています。

地域公共交通について考えるためには、地域の人

口の分布、年齢構成、地形、教育や医療・商業施設

の立地状況という定量的・物的なものだけでなく、

近隣の地域との結びつき、地域ヨミュニティの状況、

人々の気風といった地域社会のことを知ることが必

う坤,:
転

要です。また、鉄道・バス・タクシーといった既

存の公共交通サービスに加え、スクールバス、病

院送迎車などの状況も把握することが必要です。

市町村の職員は、こうした情報 を深 く知ること

ができる立場にあります。ただ、交通政策担当者

が地域の現状 を全て把握することはできないで

しょう。特に、福祉部局で行われている外出支援

策などについては、日頃から情報交換 をしていな

いと把握できません。積極的に他の部局 と交流 し

相談 をすることも大切です。また、地域公共交通

施策を行う際は、交通事業者 との信頼関係が大切

になることから、交通事業者 とは、頻繁に意見交

換することをお勧めします。

現場に近い市町村の職員こそ、住民一人ひとり

の状況 を踏まえた地域公共交通の政策を行 うこと

が可能なのです。
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地域公共交通に関する制度

地域公共交通に関する法制度の中でも、「遭路運送法」と「地域公共交通活性化再生法」の

2つが特に重要

地方自治体が公共交通施策 を実施するとき、バ

スかタクシーを活用することがほとんどですoバ

スゃタクシーのように、自動車を用いて旅客から

運賃を得て移動サービスを提供する際には、国の

許認可 を得たり、届出が必要です。コミュニテイ

バスゃデマン ド型交通を運行する場合も同様であ

り、その際の根拠法令が「道路運送法」ですo

道路運送法は元々、交通事業者の間で過当競争

が起きてしまうことや、許可を受けずに事業を行

ぅ (ぃ ゎゆる、白タク、自バス)者 が現れること

を防ぐ目的の法律でしたが、近年は地方自治体が

地域公共交通施策に取り組みやすいように改めら

れています。「地域公共交通会議」の制度がその代

表です。地域公共交通会議は、地方自治体が主宰

して、地域の交通サービスのあり方について協議

する場です。地域公共交通会議による協議を経る

ことで、運行事業者が道路運送法に基づく許認可

を得るのに必要な処理期間が短縮されるなどの弾

力的な取り扱いを受けることができるため、コミュ

ニティバスやデマン ド型交通を運行する際にメ

リットがあります。

交通事業者による運行が困難な場合は、地方自

治体が所有する自家用車を用いた「自家用有償旅

客運送」を行うこととなりますが、そのための協

議も地域公共交通会議で行うことができます。こ

のような道路運送法上の特別な取り扱いがなされ

るのは、地域公共交通会議において関係者がサー

ビスの必要性について合意をしているためです。

地域公共交通会議を設置することで、地方自治体

が実現 したい移動サービスを迅速に実現すること

ができるのです。

蓮路運送 ,去 はこのような法律 ?
地域公共交通活性化再生法は

このような

'去

律 ?

地域公共交通会議には弱点もあります。それは、

道路運送法に基づく会議であるため、協議対象がバ

ス .タ クシーに限 られるということですo実際に地

域の移動を担っているのは、バス・タクシ~だ けで

なく、鉄道や航路などが含まれる場合もあります。

また、市町村が運営するコミュニテイバスやデマン

ド型交通以外の民間バス路線も重要な役割を担って

ぃます。

地方自治体が地域公共交通施策に取り組むには、

交通事業者をはじめとして、地域住民や利用者など

の様々な関係者と協議を行う必要があります。こう

した様々な関係者と個別に協議や調整をして合意形

また、関係者相互の情報
成を図るのは順雑であり、

共有もできません。 したがつて、関係者が一堂に会

して協議を行う方が効率的です。このための協議組

織を設置する根拠法が「活性化再生法」で、協議組

織のことを通称「法定協議会」といいます。

法定協議会では、地域公共交通施策の取り組み内

容についての計画を策定し、計画に基づいて各事業

を実施 します。この計画を「地域公共交通計画」と

ぃぃます。活性化再生法では、地域公共交通計画以

外にも、DMV(デ ユアルモー ドビークル)や水陸

両用車などを用いるための新地域旅客運送事業計

画、MaaS(MObility as a SerViCe)に 取 り組 む際

に運賃・料金の届出手続きが簡素化される新モビリ

ティサービス事業計画が規定されています。

参考資料
。「地域公共交通会議等運営マニュアル」

・「地域公共交通計画等の作成と運用の手引き(入門編)」 p.十 p.10
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地域公共交通に関する協議の場

地域公共交通会議と法定協議会

の違いとは?

地域公共交通に関する協議の場には、道路運送

法に基づ く地域公共交通会議 と、地域公共交通活

性化再生法に基づく法定協議会の 2つがあります。

地域公共交通会議が対象 とするのは、乗合バスや

タクシーなど、旅客自動車運送事業 (道路上で自

動車 を用い、旅客から運賃 を得て運送サービスを

提供するもの)と 自家用車による有償運送です。

目的

地域の実情に応 じた適切な乗合旅

客運送の態様及び運賃・料金等に

関する事項、自家用有償旅客運送

の必要性及び旅客から収受する対

価に関する事項、その他これらに

関し捗要となる事項の協議

地域の交通計画を作成 (任意)

対象モー ド
バス・タクシー (乗合)、 自家用

有償旅客運送

構成長

市町村、県、運輸局、交通事業者、

交通事業者の運転者組織、住民・

利用者代表、道路管理者、交通管

理者、主宰者が必要と判断する者

参加応諸義務  なし

協議結果  法律上規定なし

法定協議会は鉄道、旅客船など、全ての交通モー ド

を対象とし、地域公共交通計画を策定 して事業を実

施 していく組織です。

“鷲ダ

哉

,′

/

地域公共交通計画の作成及び実施

に関し必要な協議

目的

対象モー ド  多様な交通モード

構成員

市町村、県、運輸局、交通事業者、

住民・利用者代表、道路管理者、

交通管理者、主宰者が必要と判断

する者

参加応請義務  あり

協離結果  参加者の尊重義務あり

地域公共交通会議 法定協議会

04

事業実施   行えない 事業実施   行える



それそれの会議の構成員は ?

地域公共交通会議の構成員には、道路運送法施行

規則第 9条の 3第 1項で規定されている、地方公

共団体の長、交通事業者、住民または利用者、運輸

局 (支局 )、 運転者が組織する団体 (労働組合)を

必ず含める必要があります。また、第 2項で規定

されている道路管理者、警察、学識経験者等は、主

宰する地方公共団体が必要と判断 した場合に構成員

に加えることができます。

法定協議会の構成員は地域公共交通会議の構成員

とほぼ同一ですが、地域公共交通計画に基づいて実

施する事業の関係者などを適宜追加 します。法定協

議会の構成員は、主宰者から協議会への参加を求め

られた際、正当な理由なくして応 じることを拒めな

い参加応諾義務があるほか、協議会で決まったこと

に対 しての結果尊重義務があります。

それぞれの会議の構成員とその役割

“運転者団体
・労働条件及び労働環境の観点での助言

・運行の実情を伝える市町村

都道府県

地増住民 e

利用者

・市町村 としての方針を提示

・地域活性イヒや町作り等の立場からの発言

市町村の境界 を越えた広域的な視点での助

。日し頁から感 じている利用する上での課題、

困ったことを伝 える

。地域の視点から、公共交通に関する課題や

必要な取 り組みを提案

遭路管理者
・道路管理上の観点から助言

公安委員会・ ・交通保安上の観点から助言

雷票

学酸者

運輸局・

支局

・交通やそれに関連する分野の有識者として

ア ドバイス

地域の公共交通のあり方について助言
・公共交通運行の当事者としての助言

交通事業者 ・ノウハウを活かした企画立案

法定協議会と地域公共交通会議

は別々に設置する必要がある ?

法定協議会と地域公共交通会議は、機能が違 うと

はいえ、参加する関係者はほとんどが同じです。さ

らに、法定協議会で策定 した地域公共交通計画に基

づく事業を具現化するためには、道路運送法上の手

続きが必要であることが多いため、別々に会議を開

くことは非効率です。このため、法定協議会と地域

公共交通会議を別々に設けるのではなく、1つの協議

組織に両者の機能 を併せ持つことができるように

なっています (二法協議会)。 この場合、協議会の設置

規約に両者の機能を持つことを規定 しておきます。

今後の乗合バス等の運行費補助は、活性化再生法

の計画制度と連動化 し、原則として法定協議会に対

して補助を行うこととなります。地域公共交通会議

のままでは補助を受けることができませんので注意

しましょう。

・「地域公共交通会議等運営マニュアル」
。「活発で良い議論ができる会議のために」
。「地域公共交通計画等の作成と運用の手引き(入門編)」 p.37‐ p.43

相威員 主な役割 主な役割

参考資料
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地域公共交通に関する協議の進め方

会議で議論すべ きことは ?

地域公共交通会議も法定協議会 も、地域の移動

ニーズに合った公共交通サービスを実現するために

関係者が協議を行うことは同じです。そのためのよ

りどころとして「地域公共交通計画」を策定 し、様々

な関係者がそれぞれの立場から、計画に基づく事業

をよりよくするためのアイディアを出し合うことが

望まれます。

地域内には、コミュニティバスやデマンド型交通

だけでなく、民間の鉄道や路線バス、タクシーも運

議論を進めるホイン トは ?

よりよい地域公共交通の実現のためには多様な関

係者の意見を反映させることが必要です。 しかし、

専門的な内容が多い上、行政関係者などが多数出席

する中で、特に住民や利用者の委員が会議中に十分

に発言が行えないケースも見られます。実質的な議

論を進めるためには、議論 しやすい環境を整備する

ことが重要であり、議論する内容について事前に明

確化 した上で、参加者に事前にコメン トをお願いし

たりしておくことも有効です。

多様な関係者の意見を反映するために、右のよう

な工夫を行っている例がありますので、参考にして

下さい。

む考資おI

・「活発でよい面諭ができるためにJ

・「地域公共交通言1画等の作成と運用の手引き

(入門編)」

行しており、それぞれが重要な役割を担っています。

地域全体の公共交通ネットワークの中で、それぞれ

の公共交通の役割分担を踏まえて議論することが重

要です。

また、不十分な検討のままバスを走 らせた結果、

当初の想定よりも利用者や収入が少なく、運行に行

き詰まってしまうこともあります。将来にわたって

持続することができるかという視点での議論も大切

になります。

協議の場には、多様な立場の人が参加 しており、

必ずしも意見が一致するとは限りません。参加者が

お互いの立場を尊重 して議論ができるようにしま

しょう。

事前の意見集約

事前に地域住民や利用者の意見を収集する仕組みや

機会を設け、会議でその内容を報告することが考え

られる。例えば、地元組織の協力を得るなど、住民

意見を普段から収集する仕組みを構築 したり、地区

(自治会・校区等)ご とに説明会や意見交換の場を開

催 し、事前に意見等を集約 しておくとよい。

下部組織 (作業部会・分科会)の設置

会議は参加者が多いため、限 られた時間の中では十

分な議論が行えないこともある。このため、下部組

織 として地方自治体担当者、住民代表、交通事業者

などで構成する作業部会・分科会を設置することで、

事前に協議内容について調整を図ることも有効。

住民委員への情報提供

年度が変わって新たに委員になった場合、これまで

の取組みの経緯が分からないため積極的に意見が述
べられないことや、そもそも生活の中で公共交通を

利用 していないため、状況が十分にわからないよう

なことも。事前に関係情報を提供するなどの配慮を。

交通事業者との情報交換

鉄道や路線バス、タクシーなど、地域内の既存の交

通事業者と定期的に意見交換するなど、普段から良

好な関係を構策 しておくことが重要

資料の事田ll送 1寸・争前誠 il月

会鵠資料を当日配布するいでけ`なく、今講を効帯的

に進めるために資料を会議開催前に委員に送付する。

また、必菅に庁lげ て市前に侮常郎にい1背

'訛
ΠЛす喬ニ
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地域公共交通計画

地域公共交通計画の位置付 け

地域公共交通計画は、「地域にとって望ましい地

域旅客運送サービスの姿」を明らかにする「マスター

プラン」であり、地方自治体が地域の移動に関する

関係者を集めて法定協議会での協議を行って作成す

るものです。

地域公共交通計画においては、従来のバスやタク

シーといった既存の公共交通サービスを活用 した上

「地域公共交通計画」策定の効果

地域公共交通政策の

「憲法」

で、必要に応じて自家用有償旅客運送やスクールバ

ス、福祉輸送、病院・商業施設・宿泊施設・企業等

の既存の民間事業者による送迎サービス、物流サー

ビス等の地域の多様な輸送資源も活用することで、

持続可能な地域旅客運送サービスの提供を確保 し、

地域住民や観光客などの幅広い利用者が利用 しやす

い交通サービスが提供されることを目指 します。

地域公共交通計画は、地域の社会 。経済を交通の

面から支える基盤となるものです。そのため、計画

を作成することがすべての地方自治体の「努力義務」

とされています。

地域旅客運送サービスのイメージ

出典 :「地域公共交通計画等の作成と運用の手引き (入 門編)」 p.3

地域公共交通計画は、「自分たちの地域ではこのような考え方で地域旅客運送サービスの持

続的な提供を行います」という宣言文です。策定によって、交通政策の在り方や個別事業

の実施理由や効果が明確になります。また、計画に事業の位置付けが明確化されることに

よって事業実施の根拠となり、予算化や補助申請、庁内や交通事業者との協議、住民や議

会への説明がスムーズとなることも期待できます。

活性化再生法ではまちづくり施策や観光の振興に関する施策と連携 した地域旅客運送サー

ビスの持続的な提供について明記されており、地域交通をきっかけに様々な分野の計画推

進につながる取組に発展させることが可能です。

法定協議会を設置 して、協議・意見交換・合意のもとに計画作成を進めることで、関係者

間の連携が強化 され、様々な取組へとつながることが期待されます。

地域公共交通計画は単一の公共交通を対象とするものではなく、地域内で運行を行う交通

機関の連携によって、移動サービスを充実するための計画です。地域全体の公共交通ネッ

トワークについて、鉄道、バス、タクシー、その他地域の輸送資源を一体 として検討 し、

活用できるサービス同士の連携を強めたり、効率性 を高めるための方針や目標、事業を関

係者全員で考えたりすることができます。

地方自治体の職員の方は数年間で異動 してしまうことが多く、引継ぎがうまく機能 しなけ

れば、方針が変わることや事業が頓挫する可能性があります。 しかし、地域公共交通計画

が次の担当者に引き継がれることにより、政策の継続性が確保 されることが期待されます。

まちづくり施策や

― 策との,塵DiFttfヒ

関係者間の連携強化

交通機関同士の

役割分担の明確化 と

連携強化

‐-4≦色童ぃ

十

コミュニティ′くス デマンド交通

路韓バス

工!i.iiliぬ麹饉箇朦1■iFi拳

彙用タクシー

旅害船 ■

福祉輸送、スクールパス、
病院。商業施設等の
送迎サービスなど

自家用有償
旅客運送

地域旅害週送サービス

公共交通政策の継続性
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補助制度 と地域公共交通計画の

関係 は ?

地域公共交通の維持に対する支援制度である「地

域公共交通確保維持改善事業」については、これま

で法定計画の作成を補助要件として求めていません

でしたが、真に公的負担により確保・維持が必要な

路線等に対し、効果的・効率的な支援を実施するため、

活性化再生法の改正に伴い、地域公共交通計画の計

画制度と補助制度が連動化することになりました。

今後、補助制度を活用するためには、地域の多様

な旅客運送サービスを地域公共交通計画に位置づけ

る必要があります。また、今後は原則として法定協

議会に対 し補助を交付する点についても留意 してく

ださい。

地域公共交通計画を策定することで、「地域公共

交通特定事業」を活用した各種の公共交通活性化策

の実施に対 して、特例制度や財政支援の特例等を活

用できるようになります。

地域で実現 したいことと事業の活用イメージ

~鉄
沌市業者と市町村が迪携 して、事業の廃止

届出ね`なされた鉄道市求の維持を図 b草末

事業継続 か難 しい路線

ハ ス等の生活交通の事

業継続 を図 りたい

地域旅客運送サービ

ス継続事業 〔新設〕

●廃止が見込まれる路線バス等について、公募

により新たなサービス提供事業者を選定 し、

地域旅客運送サービスを継続する事業

事業継続 か難 しい鉄道

事業の事業構造の変更

を進めたい

0継続が困難又は困難となるおそれのある鉄道

事業について、市町村等と鉄道事業者が協働

で計画を作成 し、存続を図る事業

鉄道事業再構築事業

0定時性、速達性及び快適性に優れた海上運送

を確保する事業
海上輸送 を見直 したい 海上運送高度化事業

道路運送高度化事業

(BRTの 整備 )

●BRT等の導入による定時性、速達性及び快適

性に優れた道路運送を確保する事業
BRTを 導入 したい

OLRTの導入等により、定時性の確保、速達性

の向上、快適性の確保等の運送サービスの質

の向上を図る事業

LRTを 導入 したい
軌道運送高度化事業

(LRTの整備 )

貨客 混 載 に取 り組 み た

い

貨客運送効率化事業
〔新設】

●貨客混載の取組の実施により公共交通の生産

性向上を図る事業

●地域公共交通の利用者の利便性 を増進するた

め路線等の再編や事業内容の変更、等間隔運

行や定額制乗り放題運賃の設定等を行う事業

●併せて、独占禁止法特例法により、乗合バス

事業者間等の共同経営について、カルテル規

制を適用除外する特例を創設

複数事業者間 で路線 や

タイヤ・運賃の調整 を

行いたい (改正前 :地域公共交

通再編事業)

地域公共交通利便

増進事業 〔新設〕

地域で実現したいこと I 活用できる事業 事業の概要
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地域公共交通網形成計画との

違いとは ?

地域公共交通計画は、地域公共交通網形成計画な

ど従来の計画から更に対象や内容、位置づけ、実効

性確保のそれぞれの面で拡充させ、新たな計画とす

ることで、地域交通に関する各種の取組を更に促進

していくことを目的としています。

とうう`!!

Ъttt咬

どき移ュレo(
ナ曽ぇてき

//
礁 ″

地域公共交通計画と従来の計画 との違い

0バ ス交通などの活性化・

再生を目的としており、
特定の交通機関に特化 し
た計画の作成も可能

●市町村による作成が可能
(た だし、複数市町村で
の作成も可能)

●可能な限り具体的かつ明
確な目標を設定

0バス路線などの専 ら公共

交通のネットワークの確
保・充実 (主に路線の再
編や新規整備)を 対象

0地方公共団体による作成
が可能

●可能な限り具体的な数値
指標を明示

●原則、計画終了時・見直
し日寺tこ達成】犬況を言平価

●ネットワークの確保・充実に加え、ダ

イヤや運賃などの面からもサービスを

総合的に捉え改善や充実に取り組む

0地域の輸送資源を総動員する具体策を

盛り込むことができる

0地方公共団体による作成を法的に努

力義務化
●基本的に全ての地方公共団体におい

て計画の作成や実施に取り組む

●定量的な目標の設定や毎年度の評価
などの仕組みを制度化

●定量的なデータに基づく PDCAの取

組を;虫 化

計画の

対象

位置づけ

実効性

確保

(

ヽ

連携計画 (平成19年～)網形成計画 (平成26年～)地嬢公共交通計画 (令和2年～)
「

出典 :「地域公共交通計画等の作成と運用の手引き (入 門編)Jp.9

/

網形成計画等の取 り扱 いについて

0改正法施行前に作成 された網形成計画は、改正法施行後は地域公共交通計画とみなされるため、計画

の修正など手続きは不要です。計画見直 しのタイミング等に、地域公共交通計画で定められている記

載事項を満たしているか確認を行いましょう。

●都市・地域総合交通戦略や、各地域において独自で作成された任意の公共交通関連の計画についても、

地域公共交通計画の法定記載事項を満たすよう見直 しを行い、記載内容について法定協議会での合意

を得ることにより、地域公共交通計画に位置づけることができます。

′

参考資料 ・「地域公共交通計画等の作成と運用の手引き(入門編)」 p.1‐ p.9
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地域公共交通計画の作成

地域公共交通計画の構成は

どうすればよい ?

地域公共交通計画を策定するためには、活性化再

生法第 5条第 2項に定められた、下記に示す記載

事項を満たさなければなりません (法定記載事項)。

計画策定の流 れは ?

計画 を策定するための作業は、法定記載事項に

沿って考えると、大きく右の 5つのステップに分け

られます。

それぞれのステップについては、次ページ以降で

詳 しく紹介 しています。

これらの他に同条第 3項で、資金の確保に関する

事項や、立地適正化計画 との連携、観光振興との

連携などについても記載することに努めることと

定められていますが、第 5条第 2項 に定められた

1～ 6号の事項を最低限記載すれば、地域公共交

通計画の要件を満たすことになります。

公共交通計画策定の 蛭

'つ

のステップ

…

計画の区増と計画期間を決める

中 地域のあるべき姿の中で地域公共交
通が担うべき役害よについて基本的な

方針を決める

中 あるべき姿を実現するために達成す
べき目幅を立てる

礎』畠圏,日標を達成するために行う事業を決める

中 目標が達成されたかどうかを評価する

方法を決める

①地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生の推進に

関する基本的な方針

②地域公共交通計画の区壇

③地域公共交通計画の目標

①前号の目標を達成するために行う事業及びその実施主体に関する事項

③地域公共交通計画の達成状況の評価に関する事項

⑥計画期間

⑦前各号に掲げるもののほか、地域公共交通計画の実施に関し当骸地方公共団体が必要と認める事項

地域公共交通計画の記載事項

10



STEPl

計画の区壇・

計画の期間

基本的な方針

達成すがき
目標

計画区域は、地域住民の通勤、通学、買い物、通院といった島畠占置n語

融dと占と凸壺凸出d善占です。この区域の範囲によって、地域公共交通計

画の作成主体が以下のいずれかになるかが決まります。

計画区域のイメージ

0都 全体

‖

出典 :「地域公共交通計画等の作成と運用の手引き (入門編)」 p.12 に基づき作成

計画の期間については、3年以内程度の短期間では事業の継続性が担保でき

ませんし、逆にあまりに長いと、社会情勢の変化に計画の内容がついて行け

なくなる可能性があります。このため、凸缶鶴畠と占凸L占ど面鶴幽ですが、

それ以上の計画期間を設定する場合には、3～ 5年程度で中間見直しの機会を

設けることが望ましいでしょう。

基本的な方針は、地域のあるべき姿・なりたい姿を描き、その中で地域公

共交通がどのような役害Jを 担 うべきかについての、いわばスローガンです。

よって、総合計画などの上位計画で示されている将来的なまちづくりの方針

を踏まえ、その中で辿四盟』」門

“

暫H肖幽悩山Ltta偽ね占と凸ェ占が大切

です。

基本的な方針を実現するために、達成すべき目標を具体的に定めます。大学

受験で言えば「○○大学の入試を突破する」というのが基本的な方針。そのた

めに、「英語の成績を上げる」「数学の成績を上げる」、というのが日標という

ことになります。では、具体的にどのように日標を設定すべきでしょうか?

まずは、現状を把握することから始めましょう。

出

す

　

　

　

　

　

寸

オ

　

　

　

　

　

オ

11|

1

m荘鞘Ⅲ

1

|ti|| il

STEP 2

STEP 3
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0現状の把握

現状を把握 して、な.リ メψい姿生,ど
p(.う ャ|の ギャーツプがとるIの力1章 認識す

る必要があります。このときに把握すべき事項としては

●現在の地域公共交通の状況 (鉄道・バス・タクシー等の運行状況、路線網、

運行本数など)

0地域内で行われている公共交通以外の移動支援サービスの状況 (福祉有

償運送の実施状況、スクールバス・福祉バス等の運行状況、福祉タクシー

チケットの配布、ボランティアによる外出支援の状況など)

0地域内の施設の立地状況、人口の分布状況

●地域住民や利用者の移動に対するニーズ

などが代表的なものとして挙げられます。これらを用いて、人口分布や移動

ニーズと、地域公共交通サービスの関係を整理することが第一歩です。

出典 :「地域公共交通計画等の作成と運用の手引き (入門編)」 p24 に基づき作成

0ニ ーズ調査

ニーズ調査とは、対象地域の人々がどんな目的で活動をしているのか、ど

んな活動を行いたいと考えているのかを把握することです。

計画を策定するためのニーズ調査というと、真っ先に「アンケー ト調査」

を思い浮かべる人が多いかもしれませんが、アンケー ト調査は必要な場合の

みに実施するべさもの ごす。
~―

π調査で何 (kり ヽ′‖爾奮 it iレ は,現地調査を行 うこと、すな |)ち 、現

地 t「 足を沖!び、自分の日や耳 r】ナ洲をキ「ム|'七 ↑す、,こ †lt=よ って、ィAゝ ④市力

く時間帯や方向、電車やバスを和1用 している人の年齢屑オ〆格々な汀とが観

察できます。この観察を通 じて、現在の地域公共交通サ riビスの改善芋へ き

点がイ可rつ
｀
とぃつll▼ 説

～
市了了fみ 甘 lι ,‐ うn

グループインタビュー、
ワークショップ

以上の事項について、多様な立場の方から幅広 く意見
1を聴取

学校、病院、商業施設、地

元企業等へのヒアリング
地域の方の移動特性、移動に際 して抱えている問題点、
高齢者が病院やスーパーに通う頻度等

自治会・町内会、民生委員 1地域の方の移動特性、移動に際 して抱えている問題点
等へのヒアリンク    1高 齢者が病院やスーパーに通う′頻度等

鰈認 1伊地域
1藉報機 も甲滸、鵡智暫

や和 ―ヾ

地図上では分からない道路状況 (バ スが通れない)、 年
齢・性別等で見た利用者特性、利用促進の問題点等

交通事業者、バス・タクシー

運転手等へのヒアリング

道路状況、高低差や坂の状況、河川等による地域の分
断状況、住宅の貼り付き方等

対象地域を自らの目で見る I

I

賢学蒼浮
結節点周辺 を

1乗
継場所や待ち時間、情報提供の分かりやすさ等

自ら公共交通に乗車する
1乗車環境、情報提供の分かりやすさ、停留所アクセス
1の負担、利用状況・利用者属性等

胴べる内容現状を知る方法 I
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日幅を達成す

るための事業

この仮説はあくまでも担当者の限 られた観測回数によるものです し、主観

的な判断も入っています。そこで、録融ぬ懸鍵轟贔熟艤轟 するための調査が

必要 となります。この時にようやくアンケー トを行 うべきかどうかを検討 し

ます。

仮説検証のための調査にはアンケー ト以外の方法もあります。地域公共交

通の計画策定の際によく使われるものとしてグループインタビュー調査があ

ります。アンケー ト調査が薄 く広 く調査 をするものなのに対 して、グループ

インタビュー調査は狭 く深 く調査 をするものです。調査結果についても、ア

ンケー ト調査は定量的な集計結果を出しやすいですが、グループインタビュー

調査では定性的な記述が中心となります。

地域公共交通の場合、住民に占める公共交通利用者の割合は決 して多いも

のではありませんから、住民全体 を対象としたアンケー ト調査 を実施するよ

りも、公共交通利用者を集めて話 しを聞 くグループインタビュー調査 を実施

して、ニーズを深掘りしていく方が適 していることも多いと思われます。

0解決すべき課題から目標を導く

調査を通じて把握したデータなどは、地図上にマッピングしたり、グラフ

化するなどの「見える化」をして会議での議論に活用しましょう。そして、

現状をあるべき姿に照らし合わせて評価してみましょう。そうすると、住民

や利用者のニーズが高いにもかかわらず、現在のサービスでは充足されてい

ないものが解決すべき課題として見えてくるでしょう。この轟屈諏醸臨占議姦

となります。

しかしながら、細かな目標 をいくつも立てるのは好ましくありません。後

に触れますが、目標が達成できたかどうかは評価 しなければ
｀
なりませんから、

日標が多いと評価が大変です。課題は共通する事柄でグルーピングして、日

標の数は 3つ から多くても5つ程度としておくことが望ましいでしょう。

それぞれの目標を達成するための事業を考えていきましょう。ここには「こ

うぃうことをやれたら良いな」という夢物語を書くのではなく、計画期間中

に確実に行う、あるいは行うべき事業を漏らさずに書くことが大切です。こ

の事業は、新たに取り組みを始めるものだけでなく、以前から継続している

コミュニティバスの運行なども忘れずに記載しておきましょう。

う
°

うfユ

増転占riづr
ど ケ`ヒ≒

滝4づ t,

´

STEP4

´

と
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、ヨ欄達成の

状′兄の評価

新たな事業の場合は、実施の時期や内容がしっかり固まっていない場合も

あるかも知れませんが、そうした場合には大まかな方向性だけでも書いてお

くと良いでしょぅ。一方で、すでに実施する内容がはっきりしているものに

ついては、できるだけ具体的な内容を記載 しておくことが求められます。

また、スヶジュール表を作成 し、硼 癌施駆透蔑麹鳥題逸磁選難魁熟催
しましょう。事業の実施には予算措置を伴うことが多いので、スケジュール

表がないと予算要求を忘れるなどの問題が生じる恐れもあります。なお、活

性化再生法では、事業に必要な費用の調達方法についても記載することが望
ましぃとされています。

事業を記載する際に忘れてはならないのが「実施主体」です。事業の実施
主体がほとんど「市」となっている計画が少なからず見られます。つまり、
ほとんどの事業を地方自治体が実施するということですが、地域公共交通活

性化の取り組みは地方自治体だけが頑張っても実現できるものではありませ
ん。交通事業者をはじめ、公共交通活性化の取

'チ

組みの使益を受ける主体が

事業実施主体に名を洋ねるべきですし、事務局 (=多 くの場合、自治体の担

当部局)は撼聰熟議磯艤茜速轟腕盛途漁厳厳醗遠籟繭をするべきです。

計画に記載された様々な事業を実施 した結果、目標を達成できたかどうか

を評価 します。「sTEP3達成すべき目標」の項目で大学受験の例を挙げまし
たが、ただ漠然と「成績を上げる」とぃうだけでは、入試を突破できるだけ
の学ノつが付いたかどうかわかりません。具体的に、テストの点を 10点上げる

_か、ク弓スで 5番以内に入るなどの目標値を設定する方が努力のしがいが

あるrし ょぅ。地域公共交通計画の目標も同様で、目標はなるべく盛轟血凸

鞠霜穂麟勘嗚盛盆曲試鋪轟轟できるものとしておくことが望ましいです。

なお、活性化再生法第 5条第 4項では、目標について「利用者の数及び収

支その他の国土交通省令で定める定量的な目標を定めるよう努める」と定め

られています。

評価は、評価することそのものが目的ではなく、醜議健艤藝歳艤躍贔違綴

畠Ω尾麹です。あまりに凝った評価指標を採用 したり、評価指標を多数設定

したりずると、評価をすることだけで疲弊してしまい、肝心の改善が疎かに

なってしまいます。評価指標は自分たちで入手や取り扱いをしやすい数値を

用いるようにしておくことをお勧めします。

14



計画策定で気 をつけるホイン ト

とは ?

計画の項目のうち、「課題」「目標」「評価」は対

応関係を持つことを意識しておくべきです。今ある

「課題」が解決された状態が「目標」であり、それ

が実現されたかどうかを検証するために「評価」を

行うのですから、この 3者 は対応関係を持つのが

自然です。

例えば、課題が「高齢者の外出が困難」だとしたら、

日標は「高齢者が外出しやすい環境の実現」になり、

評価の指標は「高齢者の外出率」といったものにな

るはずです。

一方で、「目標」に対 して個別の「事業」をぶら

下げることが行われがちですが、複数の目標にまた

がる事業が存在するなど、必ずしも1対 1で対応さ

せられるとは限りません。むしろ、どの事業がどの

目標に関係 しているのかを表にまとめる方がわかり

やすいでしょう。

計画は作成することが目的ではなく、これを使っ

て様々な施策を実施することが目的となります。ま

た、この計画は人事異動があった際に担当者の「引

継書」にもなり得るものです。良い引継書であるた

めには、具体的でわかりやすい内容であることが何

よりも大切です。こうした意識で計画作成と毎年の

施策実施と計画の見直しをすると良いでしょう。

課題・ 目標・評価の対応関係

が 伊

韓

■Dt,宙住位研車嘱

触

紹貯鴫♂“・け
RR

目標 と事業の関係性の整理 (例 )
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参考資料 。「地域公共交通計画等の作成と運用の手引き(入門編)」 p.11‐ p.36
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地域公共交通のエーズや利用実態の把握

現在の地域公共交通の情報整理

の方法 は ?

現状整理の際、まずは既存の地域公共交通に関す

る情報を整理 しましょう。こうすることで、地域内

の公共交通の全体像がつかみやすくなり、競合して

いる部分や足りない部分がわかりやすくなります。

~噴豪に
しておくと

ろし、

地域公共交通に関する基礎データの整理 (例 )

11矢 脩
`‖B譲タ

市

XⅢm件民

約

11

ネい

利用実態を把握する方法は ?

公共交通の改善のための施策を立案 し、それを実

行するにあたっては、公共交通の利用実態を正 しく

把握することが必要です。利用実態の把握の仕方は

様々な方法があります。把握 したい内容や予算、調

査期間によって、適切な方法を取捨選択する必要が

あります。

利用実態を把握する代表的な方法について次ペー

ジの表にまとめました。

目視による調査は、運転士が行えば毎日計測する

ことが可能ですが、安全運転に支障がない範囲での

調査に限られますので、あまり複雑な調査項目を設

定 することはできません。

調査員が車内に雫
''込

hfで調査する方法は、調査

員い雇用が必要 FIT'F(毎日計測〕ることけ困難

ですが ,不 U用者の利用日的を聞きた,(ヽ など、複雑な

調査J貞 日を設定 したい場合に有効です。

iCカ ー ドが導入されている場合 tiは 、こうし′た

100111

lH
(■ 人牟り,

M),'1

出典 :地域公共交通をよりよいものにするためのガイ ドライン

大手を使った調査を行わなくても、ICカ ー ドの口

グデータを集計することで同様の情報 を得ること

が可能な場合もあります。毎日データが取得でき

るためサンプル数が多く、年に 1度の OD調査よ

りも精度的に安定 していると考えられます。また、

ICカ ー ド利用率が分かっていれば、精度高 く金利

用者のおおよその状況を類推することができ、乗

降客数、OD及び経年変化など多様な集計が可能と

なります。ただし、iCカ ー ドの集計には専門的な

知識が必要です。

OD「測査の実施方法 (例 )
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● 記録、集計の手間が増えるた

め毎日計測するのは困難

● 1便 当たりの乗降者数が多

い場合、または2扉 車の場

合は、調査員の配置が必要

0′卜型車の場合 でも、運転士

が調査する場合は負担が増

加することに留意

● 便 ごとの利用動態や平均乗

車密度 を正確 に把握 するに

は、可能な限り調査 日の全便

を調査することが望ましい

0調 査員の都合で 1日 での全

数把握が難 しい場合、複数

日にわた り全便 を調査 する

などの工夫が必要

留意点 便

で

や

合

１

人

合

場

● 当たりの乗車数が 1

数えられる程度の場

、小型車 (1扉革)の
に有効

0日 別・路 線 別 (便 別)の
乗車数を集計することで、

便別・路線別の乗車数の

推移が把握可能

● バス停の乗降データ (便別・

ダイヤ別)が得 られるほか、

停留所ごとの乗車人数 と降

車人数 を差 し引きすること

で、停留所間の通過人員 (車

内 に何 人 が乗車 してい る

か)、 乗車定員に対する乗車

率をバス停ごとに算出可能

O ODペ ア、通過人員のほか、

支払券種、性別、年齢層など、

幅広い項目が取得可能

● 人の流 れ を詳細 につかむこ

とができるため、路線 見直

し、経路変更の検討 に活用

可能

計方法集

● 運転士 が調査 する場合、

毎日の調査が可能

0毎 日実施でない場合でも

定期的に実施することで、

年別、月別 などの変化 を

追うことが可能

● 運転士が調査する場合、毎 日

の調査 が可 能 だが、乗 車・

降車の両方 を計測 するため

負担が大きい

0定 期的 (四半期 ごと、半年 ご

と、 1年 ごと)に調査員によ

る調査 を実施すれば利用の

変化を追 うことが可能

● ODベ ア、通過人員のほか、

支払券種、性別、年齢層な

ど、幅広い項目が取得可能

0人の流れを詳細につかむこ

とができるため、路線見直

し、経路変更の検討に活用

可能

調査頻度

調査方法 10調 査票に運転席横の前扉 1 0運転士または添乗調査員が |● 添乗調査員が、乗車口で乗

|  を通過 した人員を記録   |  バス停別の乗車及び降車人 1  車位置の分かるカー ドを配

|● 運転士の負担が小さい  1  員の両方を記録     1  布、降車口で回収

● 単純に 1便 ごとの乗車数

(ま たは降車数の どち ら

か)を記録する方式

● 毎 日の乗車数 を記録 する

最も簡便な調査

● バス停留所ごとの乗車人数

と降車人数の両方を、目視

で言己金尿

● 調査員 1～ 2名 がバスに乗車

し、乗車時に停留所番号等が

書かれた調査カー ドを配布

し、下車時に回収する方式

0最 も多くの情報を得ることが

できるが、費用と労力がかか

る

概 要

1 乗降人員調査 (バ ス停別)

i

OD調査!  乗車 (降車)人員調査

代表的な利用実態調査 (例 )

※OD調査とは…・Oは起点 (ongin)、 Dは終点 (destination)を 表し、一人一人が「どこから」「どこへ」動いているのかをみる調査のこと1,

参考資料 。「バスデータ活用大百科」
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住民のニーズ調査の方法 は ?

住民や利用者のニーズを把握する際、まず住民ア

ンケー トを実施する、という場面が往々にしてある

かと思いますが、公共交通に対するニーズを聞くの

に、住民アンケー トは最善でしょうか? 公共交通

の利用率が極めて低い地域では、無作為抽出による

住民アンケー ト調査を実施 しても、公共交通を使わ

ない人の回答ばかりが寄せられる、ということも十

調査対象者

0対象エリアの

住民

0移動に困つて
いそうな人

分あり得ます。

単にニーズを把握すると言っても、「誰に」「イ可を」

「どのように」聞くのか、を考える必要があります。

調査対象者としては、下記のような対象が考えら

れます。

ニーズを調査する方法にはそれぞれ特徴があり、

誰に何を聞くのか、何のために聞くのかを吟味して、

適切な調査方法を選択するようにして下さい。二―

ズ把握のための主な調査手法の比較表を次ページで

ご紹介 します。

・
れ
一勲神！

◆議
一一暇
一

▲
層
爛
一

調査の視点

対象エリアの住民一般が交通に対 してどのようなニーズを持っているかを

聞 く場合は、住民から無作為に抽出 して、郵送によるアンケー トを実施する

ことが一般的です。公共交通利用者以外 (自 動車ユーザー)も含めて、住民

がどのエリア (施設)に 移動 しているか、どの時間帯に移動 しているか、な

どを客観的・定量的に知るためには有効です。

一方、地方部で自動車に過度に依存 しているエリアでは、公共交通に関心

の低い人に調査票が届 く可能性が高 く、公共交通に対する具体的な意見・提

案を把握することは難 しくなることに留意すべきでしょう。

駅やバス停、車両内で簡単なアンケー ト (聞 き取 り、またはハガキなどを

配布 して回答を依頼)を 行うことで、現に公共交通を利用 している人のニー

ズや生の声を把握することが出来ます。または、日々交通事業者 (ま たは自

治体交通担当)に寄せられる声を路線別・地域別に集計 し、次のダイヤ改善

等の参考にすることも可能です。いずれも、現在の利用者の評価を知るとい

う点では有効な手立てですが、現在利用 していない方を掘り起こすこと、す

なわち潜在ニーズの把握には向いていないことに留意して下さい。

自動車が運転できない、家族の送迎に頼っている、バス停が遠 くにしかな

い小r史 地域にお住まいなどの理由で、公共交通 を本じ用 したいが利用できない

(し にくい)方に対 して、どのような移動エーズがあるかを聞 くことが重要で

す。この場合、例えば老人クラブや婦人会、町内会の会合における煮耳,す換会・

ワークショップや、特定エリアを対象とした戸別訪問などが手法として考え

られすす 労力を伴 う作業でけありすすが、双方向のコミコ=ケ  シ 11ン (「

よ I)、 運行改善のしシト中気 づきを得られる有効な方法てす。

0現在の公共交通

利用者

国齢争
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ニーズを招掘するための主な調査手法

出典 :「地域住民の移動エーズ把握マニュアル」(平成30年 3月 、岡曲県)に基づき作成

● 特定の地区における意向を掘り下

げて把握できる

0意識や行動を把握するに当たって

の前提となる詳細な情報を提示で

きる

● 公共交通による移動手段の確イ果が

必要な人の参加を工夫する必要が

ある

0意見が多岐にわたり、集約が難 し
―
い場合がある

i

1

1

1

1

:

I

I

:

:

住民意見交換会、

ワークシヨップ

● 意識や行動を辞細か,具体的に担

握できる

0双方向コミュニケーションにより、

質問内容を柔軟に変更することが

できる       .
● 住民の生の声に触れることで調査

者の「気づき」が得やすい

● 定量的・客観的なデータを得にくい

0言周査員の技量 (聞 き取り技術)t手

結果が左右される

バス停や戸刷防間による

聞き取り開空  ■
|

|

1

1

1

1

:

t

i

l

i

l

i

●41用者の行動(乗降パス停、届性)と 、

実際に使っている人から見た意見、

要望を定|五的かつ簡易に把握する

ことができる

〕
〕
1

I

l

I

I

I

I

I

I

I

旧査

● 章内で書用査する場合、どく簡単な

設問しか実施できない
利用者アンケー ト開査

(OD用査含む)、

車由における闘害取り

● 多数の意見を広い範囲から集める

ことができる

0客観性の高い定量的なデータを得

ることができる     .
● 現在公共交湧を利用していなぃ人

も含めた移動の実態が把握できる

● 公共交通に対する詳しい意見や具

体的な内容を担握することが他調

査に比ぺ困難   ,
0把握 したぃ情報(質問)が限られる

ため、何 を知る必要があるのか、

調査項目に吟味が必要

―
住民アンケート調査



地域公共交通の評価・改善方法

■
■
■
■
■

地域公共交通 における PDCA
サイクルとは ?

「計画を立て (Plan)」 、それに基づいて「実施し

(Do)」 、実施結果を「確認して (Check)」 、計画か

らズレがある場合には「見直しを行う (Action)」

という一連の流れを「PDCAサ イクル」とぃぃます。

地域公共交通計画においても、計画作成 (Plan)後、

事業を推進 (Do)す る中で、定期的にモニタリング・

評価 (Check)を 行い、目標とのズレが生じている

場合は見直 し (Action)を 行うことが重要です。

一連の PDCAサ イクルが機能するためには、生活

交通確保維持改善計画の提出時期 (6月 )、 行政の予

算要求時期 (秋 頃)、 第二者評価委員会の時期 (2月 )

など、行政的作業のスケジュールを考慮することが

不可欠です。
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たぅぃぅ

X9
糸禽感

よく貝ろヽすと“

具体
"fどア

°ロセスT'
■事し1と
と,したち子いれ`
他びう与、1卜 ζ

Ｏ
ｋ 0ノ

PDCAサ イクルの一例

1年目 1   2年 目 3年 目 4年目 5年目

★

事業実施

モニタリング・評価

見直し検る
‐
す。計画改訂

効果発現イメージ

法定協議会の開催

コントロールとなる
行事

摯1'

前年度見賣し4妻 討に襲

――

十
崩短が果効●

標子と

4月 月7 9月 10月
一
月 12月 月1 3月

会 )

★

地域公共
1,う 事業

基画

化

，
引討
竹

通

具

本
人
の

モニタリ
づ く計画 改 詞

度賞施 事れの

t'■

実施すること

事業実施

出典 :|十Ⅲ域公共す1沌 計画等の作成とW用の手引吉 (入 P弓
(FI」 |)49

ン(

ヨヽ

ヽ

叫くい
'骨

標

P

|

AA PA

CCCC

DD DDD

20
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数値指標 (例 )

評価指標の設定のホイン トは ?

PDCAサ イクルにおいて重要なのがモニタリン

グ・評価 (Check)で あり、地域公共交通計画に定

めた目標の達成状況を確認する作業がこのプロセス

です。

このため、評価指標は目標と対応している必要が

あります。さらに、日標の達成状況を客観的に評価

するためには、定量的に表現可能な数値指標である

ことが望ましいといえます。数値指標は、原則とし

てすべての地域公共交通計画において設定すること

が望ましい「標準指標」、事業の必要性や有効性を

計測 しやすい「推奨指標」、地域の実態において設

定する「選択指標」の 3つに分類されます。
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目標値の設定の方法は ?

目標値の設定に際 しては、事業に積極的に取 り

組んでも実現可能性が乏 しいと考えられる値 を設

定することは適切ではありません。とはいえ、積極

的に取り組まずとも達成が確実視されるような値

も望ましくありません。データや行政の政策判断

に基づいて、現実的な目標設定を行ってください。

日標値を定める場合には「目標設定重視 (バ ッ

クキャスト)」 、「推計重視 (フ ォアキャスト)」 の 2

つの考え方があります。日標の種類や関連する計画

出典 :「地域公共交通計画等の作成と運用の手引き (入門編)」 p.55

の動向、法定協議会での議論などを鑑みて設定 しま

しょう。

日標値は一度定めたら変更できないということは

ありません。計画作成碧初に想定 していなかった出

来事により、目標値が実態から乖離 してしまったよ

うな場合には、必要に応 じて計画を改定 し、日標値

の見直 しを行うようにしましょう。

■舟在●専

縛
饗

坤
尋伊
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□□□□

日
■
■
■
■

評価の仕方とは ?

数値指標と目標値を設定したら、次は達成状況のモニタリング・評価の仕方を検討 します。定期的・継続

的に計画の進捗状況や効果の発現状況などをモニタリング・評価し、必要に応じて取組の追加や変更を検討

していくことが重要です。

モニタリング・ を え 直 し

1雛

2年目

出典 :「地域公共交通計画等の作成と垣用の手引き (入 F弓欄)」 p.68‐
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評価描界の
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の究明を行い、事業や目標の見直しを行いましょう。この時に大切なのは、目

モニタリング・:評価を行う申で、事業内容や目練設定、スケジエエルを
す必要が生じた場合は、計画の改―定を樅肘しましょうとまた、モニタリンブ・

甚平価9結果につぃては、議会や住民に積極的に提示して、地域公共交通への

しましょう。に

す。し、次期計画や事業に反映することiで

ンモニタ にtし はして

標値を達成したか否かではなく、

が

が発現する指標 (利用者数、収支率など)は毎年モニタリング・評価を

う必要がありますが、効果発現に時間を要するような指標 (公共交通

や沿線人口の変化変動など)については、計画期間終了時に1回 もしくは中

年も含めて2回 といった形でモニタリング e評価を行うことが考えられます。

に リンモ ニ りますと|よタイミンポイント●

評価のタイミング
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参考資料紹介

1地域公共交通会議等運営マニュアルJ

発行 :国土交通省中部運輸局

地域公共交通会議等での協議の進め方や注意すべきポイントなどを解説した

マニュアル。令和2年改正の地域′ム`共交通活性化再生法を反映ё
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公共交通ライブラリー
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「活発で良い議論がてきる会議のためにJ

発行 :国土交通省中部運輸局

初めて地域公共交通会議等に参画される方への入門書となるパンフレット。

学公共交通ライブラリー

「とうしてここにバス停か」

発行 :国土交通省中部運輸局

バス停の設置について、様々な立場からそのルールや検討方法を解説 した

パンフレッ ト。地域公共交通会議等や地域におけるバス停の協議に活用を。

つどうしてここにバス停が

曰息n■ EtttBとA歩 フック

「自家用有償旅客運送ハントワウ クJ

発行 :国土交通省自動車局旅客課

自家用有僧旅客運送の運行に関する手続きについて、網羅的に解説 した冊子。

●自家用有償旅客運送ハンドブック

襲 仏`猟費■に日する

事黒用 の男 1き
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「地域公共交通に関する事業評価の手引き(H28年 度改訂版)」

発行 :国土交通省中部運輸局

地域公共交通の事業評価について、考 え方やプロセスを詳 しく解説 したバン

フレッ ト。

公共交通ライブラリー
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「地域公共交通計画等の作成と選用の手引き (入門編〉」

発行 :国土交通省総合政策局

地域公共交連計画の策定の手順と考え方につ て辞しく富己載された手引書。し

より辞しい内容を知りたい方は「鮮細編」もど覧ください。(下段参照)δ

作成と運用

會彎 ロ

「地増公共交通計画等の作成と運用の手引き (詳細綱)」

発行 :国土交通省総合政策局

「入門編」力Ⅲら更に踏み込んで、地域公共交通計画策定の調査 ?分析手法など
について辞しく記載された手引書と

公共交通 作成と運用

日
喝 理 嗣 ′

,3

▲繊4‖4ぃ

「地観交通の把握に関するマニュアル」

発行 :国土交通省自動車局旅害課 _

移動手段の確イ果が必要になつている可能性が高い地域の把ウEIと ついて解説し
たマニュアルb i

地域交通の才日握

「『交通』と『福祉』が重なる琥場の方々ヘギ高齢者の
移動手段を確保するための制度,事業モデルバンフレット」

発行 :国土交通省総合政策局交通政策課

高齢者の移動手段確保のための制度や事業モデルにっいて分かりやすく解説。

交通と福祉 モデルバンフレット

― `―
り

'

バスデータ活用
0六百科

「バスディタ活用六百科」

発行 :国土交通省中都運輸局

バスの利用状況をデータで把握する方法について、調査方法からデータ分析

方法吉で監嗣需 liナー解説書B

公共交通ライプラリー

公共交通 トリセツ
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「はじめての地域公共交通J

―公共交通担当になつたら読む本一

発行 :国土交通省中部運輸局

令和 3年 3月




